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平安時代の貴族のくらしを調べよう

※以下の単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

6年上 大単元「2 貴族の政治とくらし」 6年上 大単元「3 貴族のくらし」(3)日本
小単元 2 貴族が生み出した新しい文化 風の文化がさかえたころの世の中「 」
(2)藤原道長のくらしを調べる

2 学習のねらい（目標）

平安時代の貴族たちが「わざわい（ケガレ）がうつる」という考え方を知識的側面
もとに特定の人々を排除していたことを理解する。

平安時代の「わざわい（ケガレ）がうつる」という考え方は、現代のわ価値的・
たしたちの生活の中にも知らず知らずのうちに染みついており、差別に態度的側面
つながりかねない不合理なものであることに気づく。

現在も残る迷信や慣習について、自分自身で判断して行動しようという技能的側面
意識を持つことができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
奈良時代に入ると、豪族が天皇とのつながりを強め、大きな権力を持つようになりま

す。豪族たちは、天皇中心の国づくりを進めていくために、唐（中国）の律令制度にな
らって大宝律令を制定していきました。
律令制度下においては、土地・人民は天皇のものとされ、人々は良民と賤民（五色の

賤）に分けられました。良民には口分田が与えられ、その代償として租・庸・調・納税
・労役の義務が課せられたのです。しかし、賤民にはこれらの義務がなく、税に苦む人
々の中からは不自由な良民よりも自由な賤民を選択する者が続出していきます。このよ
うな人々のしたたかな抵抗によって、平安時代にはこの律令制度は崩壊していったので
す。
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しかし、この律令制度により、戸籍制度や賤民制度は残っていきました。人や動物
の死に関わったり、芸能にたずさわったり、放浪したりしている人々に対して賤視する
考え方が広がっていったのです。
平安時代に入ると、権力は貴族に移っていきます。現在のように科学が発展していな

い時代には、死や自然災害などの災い（ケガレ）は神の力によって起こるものという考
え方が貴族の中にも残っていました。貴族たちは、このような災いを避けるために日常
生活のいたるところに様々なしきたりをつくっていきます。その集大成が、927年に完
成した「延喜式」という法令です。この法令の中には、現在も残っている忌引きの規定

えん ぎ しき

も見られ、ケガレ意識がこの時代から引き継がれていることが分かります。
さらに、貴族たちはしきたりをつくるだけでなく、お祓いをしたり、人や動物の死体

はら

を片づけたりして災い（ケガレ）を浄める役割（キヨメ）を、賤視されていた人々に担
わせました。賤視されていた人々は、貴族社会においてなくてはならない存在だったの
です。

4 指導のポイント（指導観）
○「ケガレ」と「キヨメ」について
「ケガレ」とは、身の回りの平穏な状態が乱れることを表す言葉です。たとえば洪水

や地震といった自分たちではどうすることもできない天変地異、死に対する恐れ、また
本来ならば喜びを持って迎えられるはずの出産さえも、人口のバランスを崩すことや常
に死と隣り合わせの大変な営みであるためケガレと考えられていました。代表的なケガ
レとしては 「死穢 「産穢 「血穢」という三不浄がありました。、 」 」

し え さ ん え け つ え さん ふ じよう

このような「ケガレ」を片づけたり処分してもとの平穏な状態に戻す役割やそれを担
う人々のことを「キヨメ」と呼びました 「キヨメ」を担っていたのは、河原者と呼ば。

かわ ら もの

れた無税地に住む人々などでした。
当時の人々は、この「キヨメ」を担う人々に対してその能力を尊敬したり、畏れたり

おそ

していました。しかし 「ケガレ」が人から人へ、ものから人へと伝染していくものと、
いう考え方が広がっていくにつれて「ケガレ」に関わることを恐れるようになり 「キ、
ヨメ」の役割を果たしていた人たちとの交わりも避けていくようになりました。
実際の学習では、この「ケガレ 「キヨメ」という言葉は使用していません 「ケガ」 。

レ」は「わざわい 「キヨメ」は「わざわいを取り除いてくれる人々」として言葉の」、
一人歩きにならないよう配慮しています。
本時では、このような貴族の考え方を藤原師輔という実在の貴族の史料をもとにク

ふじわらのもろすけ

イズ形式で楽しく理解させたいと考えています。

○不合理な迷信や慣習に対する正しい判断力を育てるために
貴族の生活を知る中で、貴族たちにとって「キヨメ」の役割を果たす人々の存在が不

可欠であったことを子どもたちは理解するでしょう。そこで、子どもたちに「あなたが
、 。」当時の貴族だったら わざわいを取り除いてくれる人々に対して何と声をかけますか

と問いかけます。多くの子どもたちは 「いつもありがとう 「あなたたちのおかげで、 。」
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安心して生活できるよ 」など肯定的な言葉を考えると予想されます。そこで、教師か。
ら「わざわいがうつるから、近づくな！」という答えを提示します。そうすることによ
って、子どもたちが感覚的にその不合理さに気づくことをねらっています。
しかし、このような不合理な考え方は、現代でも「鬼ごっこ 「占い」等の中に息づ」

、 「 」「 （ 、 、 、 、 、 ）」いていること また社会の中にも 忌引き 六曜 大安 仏滅 赤口 先勝 先負 友引
き び ろくよう たいあん ぶつめつ しやつこう せんしよう せん ぶ ともびき

「清め塩 「女人禁制 「丙午」などがあることを知らせることによって、これは平安」 」
きよ じお によにんきんせい ひのえうま

時代の問題ではなく、現代に暮らす自分たちの問題であると捉えさせていきたいと考え
ています。これらの中には 「六曜」や「清め塩 「女人禁制 「丙午」などのように、、 」 」
不合理な考え方としてすでに見直されてきているものもあります。また 「忌引き」な、
どは亡くなった方を弔うための大切なものに変化してきています。そのような事実も

とむら

伝え、みんなの幸せにつながるもの、個人として信じることは問題ないが他者に押しつ
けることはできないもの、などがあることにふれながら、これらの遊びや迷信・慣習に
どう向き合っていくかを考えさせていきたいと思っています。

○「ケガレる」という言葉を子どもたちが使ったときには
「ケガレる（穢れる 」という言葉は、メディアや書籍の中でも「誇りが穢される」）

「場が穢れる」などと使われています。その一方で 「血（筋）が穢れる 「穢らわし、 」
すじ

い」など、相手を蔑む意図で差別的に使用される言葉でもあります。子どもたちの中
さげす

でも相手を攻撃する際に「ケガレるから、近づくな 」などの言葉が出ることがありま。
す。その際には 「ケガレるってどういう意味？」と問い返してみましょう。答えられ、
る子どもはほとんどいません。意味も分からず使っているからです。そのような場合に
は 「汚れる→見えるヨゴレ 「穢れる→見えないヨゴレ」であり、見えないヨゴレな、 」
どは存在しないこと 「ケガレる」ではなくその子どもが本当に伝えたかったことを聞、
き出し、きちんと相手に分かる言葉で伝えるようアドバイスしましょう。このようなこ
とが起こった際には、周りの子どもたちも含めて「使ってはいけない」と禁句指導をす
るのではなく、きちんと相手に伝わる言葉を選択するような判断力を育てていきましょ
う。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

5分 ○平安時代は貴族たちが力を持った1 前時までの学習を
時代であることをふり返り、貴族たふり返り、学習課題を
ちのくらしに対する関心を高める。知る。

○平安時代の貴族である藤 原師輔 ある貴族の日記2 貴族の日記をもと 10分 ◆
ふじわらのもろすけ

、 ）に貴族のくらしを知 の日記を提示し （ ）に入る言 ワークシート（

平安時代の貴族のくらしを調べてみよう！
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葉を考えさせる。る。
○教師が答えを提示した後、このよ
うな貴族たちのくらしについての感
想を出し合う。
※答え（盗賊 （愛嬌））

とうぞく あいきよう

○現在のように科学が発展していな 白い紙を巻いた木3 わざわいを取り除 15分 ◆

かった時代には、さまざまなしきた や岩の写真などを紹いてくれる人々に対す
りをつくってわざわいを避けようと 介する。る貴族の気持ちを考え
したこと、さらに、そのわざわいをる。
取り除くために、お祓い（お祈り）
や掃除、さまざまな儀式などを行っ
た人々がいたことを知らせる。
○わざわいを取り除いてくれる人々 ワークシート◆

に対し、自分が貴族だったらどんな
言葉をかけるかを考えさせる。
○子どもたちの考えを出し合った後
に、教師が答えを提示し、子どもた
ちの反応を確かめる。
※答え「わざわいがうつるから、近
づくな！」

○自分たちの生活や遊びの中にも同 今も残る迷信・慣4 自分たちの生活や 10分 ◆

じような考え方があること、社会の 習についての資料を社会の中にも同じよう
中にも同様の考え方があり、見直さ 提示する。な考え方があることを
れていていることなどを紹介し、迷知る。
信や慣習とどう向き合っていくべき
かを話し合う。
※教師の考えとして、迷信や慣習と
の向き合い方の例を紹介する。

5分 ○今も残るさまざまな迷信や慣習に ワークシート5 今も残る迷信や慣 ◆

ついて、自分だったらどう向き合っ習にどう向き合ってい
ていくかを考えてワークシートに記くかを考える。
入する （学習の感想でもOK ）。 。
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

平安時代の貴族のくらしを調べてみよう！
しら

1 平安時代のある貴族の日記の（ ）に入る言葉を考えてみよう！
へいあん じ だい き ぞく につ き はい こと ば かんが

朝起きると 自分の生まれた星の名を７回唱える 次に 歯をみがき 手を洗って西、 。 、 、
あさ お じ ぶん う ほし な かいとな つぎ は て あら にし

に向かい 仏の名を唱え またふだん信仰している神に祈る ・・・昨日のことを日記、 、 。
む ほとけ な とな しんこう かみ いの き の う につ き

につけてから、かゆを食べ、髪をとかす。男ならば３日に一度でよい。次に、手足
た かみ おとこ みつ か いち ど つぎ て あし

のつめを切るが、丑の日には手のつめ、寅の日には足のつめを切る。
き う し ひ て と ら ひ あし き

その後、おふろに入る。ただし、毎日ではなく、５日ごとである。おふろにもやか
ご はい まいにち いつ か

ましいきまりがあって、１日に入浴すると早死にし、８日であれば長生き、１８日
ついたち にゆうよく はや じ よう か なが い にち

に入ると（ ）に会い、午の日に入ると（ ）がなくなる。戌の日に入
はい あ う ま ひ はい いぬ ひ はい

ると恥をかく ・・・・。
はじ

そして、ようやく宮 中に出かける。皇居の門までは牛車で、あとは歩き ・・・。
きゆうちゆう で こうきよ もん ぎつしや ある

わずかばかりの仕事、木簡への書きつけなどをした後は、宴会や碁に加わる ・・・。
し ごと もつかん か ご えんかい ご くわ

・
藤原師輔 「九条右丞相遺誡」より
ふじわらのもろすけ

2 もし、あなたが貴族なら…
き ぞく

3 あなたは、どうしますか？
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室町時代の人々の姿を調べよう

※以下の単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

6年上 大単元「4 今に伝わる室町の文 6年上 大単元「5 今に伝わる室町文化」
化と人々のくらし」小単元「1 室町文化 (3)室町文化の現在とのつながり
が生まれる」(3)鎌倉・室町時代を生きた
人々のくふうや努力

2 学習のねらい（目標）

現在も残る優れた室町文化は、当時差別されていた人々が精一杯生きる知識的側面
中で作り上げたものであることを理解する。

、価値的・ 室町文化を担った人々に対する差別意識が社会の中に広くあった中でも
その生き方や努力・価値を理解していた人々がいたことに気づく。態度的側面

周りの意識に流されず、自分の目や心で物事を判断することができる人技能的側面
になりたいという気持ちを持つことができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
中世後期になると新田開発や農業の技術が飛躍的に向上し，農民の自立が各地で後半

。 ， 「 」 ，に見られるようになりました そして その中で農村自治の単位として 惣 が生まれ
そ う

「 」 。 ， ，惣領 を中心として強く結びついていきました また 都市部では商人の力が強まり
自分たちの利益を守るために武器を備えたり 「座」に代表される自治組織をつくりあ，
げたりしていきました。この「惣」や「座」に代表される共同体は次第に自分たちの権
利を守るために自治を拡大していきます。特に「村役」や「名主」が刑吏権や裁判権を
持つにつれ，これらの共同体は強大な自治組織として機能し始めます。
※代表的な例として

戦国時代，加賀の国では百姓を中心とした自治組織が大名を追放し，自分たちで●
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自治を行った例が残っています。
商人の町である堺や博多では，自分たちの掟をつくり自治を行っていた記録が残●

っています。
この時代になると，朝廷や神社・仏閣の権威は弱まりました。その結果，それらの末

端に組み込まれ，キヨメの仕事や刑吏役を果たしていた河原者をはじめとする非農業的
かわ ら もの

、 「 」 「 」な仕事についていた人々に対する意識も わずかに残っていた 畏怖の念 から 賤視
い ふ

に変化していきました。
本資料で扱う「又四郎」は有名な「善阿弥」の孫であり、又四郎の父「小四郎」も造

また し ろう ぜん あ み こ し ろう

園の技術に優れた河原者でした 「屠家に生まれたことを悲しむ」と書き記された河原。
者又四郎の言葉にこそ，当時の差別の厳しさを表しているといえます。この時代は、戦
国の乱世に向かう時代でもあり、戦乱の必需品であった武具（革製品）をつくっていた
のも被差別民でした。世の中の偏見にとらわれることなく、このような人々の技術や人
柄を正当に評価していた僧の一人が周麟であり、同じような人々が武士の中にも大勢

しゆうりん

いたと考えられます。

また、室町時代に大成した能・狂言・水墨画や華道・茶道、書院造りなどの源流も河
原者にあり、時の権力者である室町幕府の将軍らの庇護を受けることによって大きく発
展しています。しかし、それでも当時の社会の中ではこれらの職業に対する賤視観・蔑
視観は根強く残っていきました。本学習は、現在これらの芸能に携わっている人々が被
差別民の子孫であるというような新たな差別観を子どもたちの中に植え付けてしまう危
険性も秘めています。そうではなく、特定の職業に対して蔑視する見方をすること自体
が間違っていることを歴史的事実から学んでいくことをねらいとしています。現代にお
いても、食肉業や清掃業などに対するマイナスイメージが子どもたちにすり込まれてい
る場合があります。そんな時には、地域でそれらの仕事に従事されている方をゲストテ
ィーチャーに招くなどして、働く人の思いや努力、その仕事の価値について体験的に学
び、刷り込まれた差別観からを子どもたちを解放していく学習が必要であると考えてい
ます。

4 指導のポイント（指導観）
○又四郎の言葉について

「某一心に屠家に生まれしを悲しむ，故に物の命を誓いてこれを断たず，
それがし と か

また財宝を心してこれを貪らず （ 鹿苑日録」より）。」「
むさぼ ろ くおん

これは、室町時代に庭造りの優れた職人であった又四郎の言葉を、交流のあった周麟
という僧侶が日記に書き残したものです。この日記から、農業に従事していなかった庭
造り・革づくりの職人や芸能に携わっていた人々が、当時「屠家」と呼ばれ蔑視されて
いたことがわかります。又四郎は、このような賤視の中で、慎ましい生活をしながら庭
造りの技術を高めていきます。又四郎が自らの出自（生まれ）を差別の原因と捉えてい
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るのは時代の限界だと言えますが、現代を生きる子どもたちから見れば、又四郎の生き
方に非はなく、それを差別する側に非があることは理解できると思われます。学習の前
半で「又四郎は、どのような人物だったか」ということを考える中で、このことも共有
していきたいと考えています。

○周麟の言葉について

「又四郎こそ、人間である 」。

これが、又四郎と交流のあった周麟が又四郎について書き残した一文です。この一文
から多くのことを考えることができます。具体的には 「周麟が周囲の偏見にとらわれ、
ずに、又四郎の姿を公正に評価できる人であったのではないか 「周麟が周囲の偏見に」
対して、明確に非難する意図が隠された一文ではないか」などが考えられます。この周
麟の言葉の意味や人柄について子どもたちが考え合う中で、このような点に少しでも近
づくことができたときには、子どもたちを大いに褒めていきたいと考えています。その
ことで、周囲の意識にとらわれずに自分の目や心で真実を捉えようとする姿勢を育むこ
とにつながれば、この授業の価値が生まれると考えます。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

5分 ○室町時代に生まれ、現在までの残1 前時までの学習を
（ ）ふり返り、学習課題を る優れた文化 能・狂言・石庭など

を振り返り、このような文化を創り知る。
出した人々の姿に関心を持たせ、学
習課題につなぐ。

5分 ○平安時代の貴族のくらしの学習を 教科書2 現在に残る優れた ◆
ふり返り、優れた室町文化を創り上 日文…56ページ室町文化を創り上げた
げた人々は、平安時代から差別され 東書…59ページのは、身分的に差別さ
ていた人々であったことを知らせ、れていた人々であった
そのことが記載されている文章を教ことに気づく。
科書の中から見つけさせる。
○教科書の石庭の写真を参照させな 教科書3 室町時代の庭造り 15分 ◆
がら、このころ庭造りの職人だった 日文…57ページの職人である又四郎の
又四郎の日記を紹介する。そして、 東書…59/61日記から、当時のくら
この日記から当時の又四郎のくらし ページしや人柄を考える。

室町時代の人々の姿を調べよう



- 9 -

や人柄を想像し、イメージしたこと ワークシート◆

をワークシートに書かせる。
○それぞれが考えたことを全体に出
し合う。
○又四郎と交流のあった周麟という 周麟の言葉を提示4 又四郎と交流のあ 15分 ◆

僧の言葉に出会わせ、その言葉の意 する資料った周麟の言葉から、
味や人柄についてグループで考えさ ワークシートその言葉の意味や人柄 ◆

せる。について考える。
○グループで話し合ったことを、全
体で交流し、差別の中で精一杯生き
た又四郎の姿や、偏見にとらわれず
自分の目と心で又四郎と交流した周

5分 麟の姿を明らかにする。 ワークシート5 又四郎や周麟の生 ◆

○又四郎や周麟の生き方と出会ってき方から、自分自身の
感じたことを素直にワークシートに生き方を考える。
記入させる。

6 資料

【室町時代の代表的文化とその担い手たち】

庭園造り（相国寺、龍安寺、天竜寺、西芳寺、慈照寺（銀閣）などの庭園）◆

… 善阿弥、小四郎、又四郎
… 観阿弥、世阿弥◆猿楽・田楽→能・狂言へ発展

… 能阿弥、芸阿弥、相阿弥◆水墨画
… 文阿弥◆華道
… 木阿弥、量阿弥◆連歌
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

室町時代の人々の姿を調べよう！
むろまち じ だい ひとびと すがた しら

室町時代の優れた庭造りの職人だった又四郎のことば◆
むろまち じ だい すぐ にわづく しよくにん また し ろう

「私は、差別されるような家に生まれたことを心から悲しんでいます。
わたし さ べつ いえ う こころ かな

ですから，決して生き物は殺さないようにしているし，
けつ い もの ころ

ぜいたくをしないで、つつましい生活をするようにしています 」。
せいかつ

1 又四郎さんは、どんなくらしをしていたのだろう？どんな人だったのだろう？
また し ろう ひと

2 周麟さんは、なぜこんな言葉を残したのだろう？どんな人だったのだろう？
しゆうりん こと ば のこ ひと

3 今日の学習で思ったこと・考えたこと
き よ う がくしゆう おも かんが
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江戸時代の身分制度を調べよう

※以下の単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

「 」6年上 大単元「5 天下統一と江戸幕府」 6年上 大単元 7 江戸幕府と政治の安定
小単元「2 江戸幕府による政治」(2)江戸 (3)人々のくらしと身分
時代の身分制と人々のくらし

2 学習のねらい（目標）

江戸幕府は、住む場所によって身分を定め、身分ごとに役目を課して、知識的側面
人々を支配しようとしたことを理解させる。

江戸時代には、厳しい身分制度の中で、それぞれの身分の人々が生活を価値的・
高めるために努力を重ねていくこと、中でも「その他の身分」とされた態度的側面
人々が厳しい差別に立ち向かい世の中を動かす原動力となっていくこと
に気づく。

示されている事実だけでイメージするのではなく、自分で深く追求する技能的側面
ことによって本当の真実をつかもうという意識を持つことができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
江戸時代の身分制度については、過去の学校教育の中で「民衆の不満をそらすために

幕府がつくった（いわゆる、〝上見て暮らすな、下見て暮らせ〟 「江戸時代の身分）」
は、士・農・工・商・被差別身分のピラミッド型式序列制度だった」などと教えてきま
した。しかし、これは間違いだったことが明らかになり、教科書でもそのような記述は

。 、「 、 、なくなりました 正しくは 江戸時代の身分は それまで流動的だった人々や身分を
住む場所を固定することによって、幕藩体制の安定を図った 「身分間には、支配－被」
支配の関係性はあるが上下の序列はなく、それぞれの身分が幕藩体制維持のために不可
欠な役割を果たしていた 「身分の固定化によって、人々の中に身分への所属意識が植」
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え付けられ、その結果人々の中にあった被差別身分の人々に対する差別意識が強化され
ていった」ということになります。まちがっても、ピラミッド型の図示をしたり 「士、
農工商…」という言葉で説明したりすることは、しないようにしましょう。それぞれの
身分に定められた居住地や役負担は以下のようなものであり、民衆を必ず寺の檀家とす
ることで人別帳（今の戸籍の原型）をつくらせて掌握していました。

身分 居住地 役負担

武士身分 城、城下町 幕府に命じられた工事や戦いなど

定められた量の米や作物・物産、労働など百姓身分 村

町人身分 城下町、都市 定められたお金など

別村、城下町の周囲など 警備役、処刑役、革製品、清掃、芸能などその他の身分

僧・神官 人々の把握寺社の領地、城下町、村

天皇・公家 京都御所とその周辺 幕府の政治を支える

江戸時代の身分は、基本的に住む場所によって決められており、城下町の武家屋敷に
住んでいる人々は「武士身分 、町人町に住んでいる人々は「町人身分 、村に住んで」 」

「 」 。 、「 」 「 」いる人々は 百姓身分 とされました ここで注意したいのは 百姓身分 ＝ 農民
ではないということです 「百姓身分」とは村に住む人々であり、その職業は農業・漁。
業・林業の他、鍛冶屋など村の中で生活するさまざまな職種の人々を含みました。

京 都 江 戸
藩

江戸幕府（将軍）大名

武家屋敷

寺・神社

城下町

村

村

天皇・公家

身分その他の

身分その他の

僧・神官

百姓身分
百姓身分

武士身分

町人身分



- 13 -

「その他の身分」とされた人々は、村や城下町・都市の周囲になどに別村をつくって
くらし、他の身分の人々との同席や交流を厳しく制限されていました。しかし、農業や
皮革業、刑吏役、芸能、薬づくり、医者、染め物、竹細工づくりなどさまざまな仕事を
しながら、社会に不可欠な役割を果たしていました。当時でも、革をはった雪駄などは
高級品（例：1，000文＝25,000円）であり、自分たちで皮革の流通ネットワークをつ
くり、財をなしていた人々もいました。このことからも、その他の身分の人々がすべて

。 、 、貧しい生活をしていたというのは誤りです それどころか 身分を偽って町に住んだり
身分を越えて結婚したりしている事実もありました。
また、江戸後期の幕藩体制が揺らぎに伴う身分制度の引き締め（身なりの強制など）

に対しては、仲間と連帯して抵抗運動を起こしました（ 渋染一揆 「浅黄半襟逃散一「 」
しぶぞめ あさ ぎ はんえりちようさん

揆」など 。さらに、次の学習でふれる「解体新書」では、杉田玄白の前で腑分け（人）
体解剖）を行って医学の発展に寄与したり、大正時代の全国水平社運動、第二次世界大
戦後の部落解放運動の中でさまざまな権利を実現したりしていきます 教科書記述の 差。 「
別された人々」というのは一面であり 「差別の中をしたたかに生き抜き、たたかった、
人々」という表現がふさわしいのです。

4 指導のポイント（指導観）
○江戸時代の身分の仕組みについて
本時では、まず江戸時代の身分が住む場所によって決まっていたことを感覚的につか

ませるために、地域図の中に身分名を当てはめていく活動を取り入れています。この活
動によって、身分制度のしくみは一体どうなっているのだろうという探究心を高めるこ
とにつなげていくための導入として位置づけています。

○身分ごとの役負担について
次に、身分制度のしくみを明らかにするために、身分とそれぞれに割り当てられた役

負担についてグループで話し合いながら予想していく活動を取り入れています。この活
動をグループで行うことで、なぜそうなるのかという身分制度の意図を追求する活動に
もつながっていくと考えています。さらに、正しい答えを知る中で自分たちの考えを再
度検討し直す場をつくり、さらに深く考える時間とします。考えを出し合いながら、身
分制度の意図を明らかにする面白さ・楽しさを感じさせるとともに、教師の言葉かけに
よってそれぞれの身分が江戸幕府の政治を維持するために不可欠な役割を果たしたこと
に（特にその他の身分を意識して）気づかせていきます。

○「差別された人々」から「差別とたたかった人々」へ
授業の後半には、それまで「その他の身分」として考えてきた人々が、教科書にはど

のように記されているかを見つける活動を位置づけます。そして 「厳しく差別された、
人々」という教科書記述から、どのような生活をしていると思うかイメージを出し合わ

。 、 。せます そこでは 子どもたちからは当然マイナスイメージが出てくると予想されます
そこで、教師から「実は、この人々は『厳しく差別された人々』でもあり、その後『差



- 14 -

別とたたかいながら、世の中を大きく変えていく人々』なのです 」と示すことによっ。
て、安易なマイナスイメージを払拭し、これからの学習への意欲をさらにたかめていく
ことをめざしています。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

5分 ○江戸幕府が武士たちを従わせたこ1 前時までの学習を
とをふり返り、そのほかの人々をどふり返り、学習課題を
のようにして従わせていったのかを知る。
調べることに関心を持たせる。

○江戸時代の身分構成を知らせ、そ ワークシート2 江戸時代の身分を 10分 ◆
の身分を図の中に入れる活動にチャ住む場所によって当て
レンジさせる。はめていく活動を通し
○答え合わせをした後に、それまでて、江戸時代の身分の
流動的だった人々の住む場所を固定しくみについて考え
し、身分を定めていったことに気づる。
かせる。
○さらに、なぜこのような身分制度
をつくったのかを考え合うことで、
そのことを追求する意欲を高める。
○江戸時代の役負担の内容を、グル ワークシート3 江戸時代の役負担 20分 ◆

ープで話し合いながらそれぞれの身の内容を、それぞれの
分に当てはめていかせる。身分に当てはめていく
○グループの考えを出し合い、答え活動を通して、それぞ
合わせをした後に、江戸幕府の意図れの身分が果たした役
についてグループで話し合わせる。割と江戸幕府の意図に
○話し合ったことを出し合いながついて考える。
ら、住む場所を固定させることによ
って幕府による支配を安定させよう
としたことに気づかせる。

5分 ○その他の身分について、教科書で4 その他の身分の人
は「厳しく差別された人々」と記載々の存在について考え
されていることに気づかせ、この人る。
々がどのようなくらしをしていると
思うか、意見を出させる。
○その後、この人々は差別とたたか

江戸時代の身分制度を調べよう！
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い、世の中を変えていく原動力とな
っていくこと、書いてあることのイ
メージだけでは真実はわからないこ
とに気づかせる。

5分 ワークシート裏5 本時の学習の感想 ◆

を書く。
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

江戸時代の身分制度を調べよう！
え ど じ だい み ぶんせい ど しら

1 江戸時代 武士身分 百 姓身分 町人身分 その他の身分 僧・神官 天皇、「 」「 」「 」「 」「 」「
え ど じ だい ぶ し み ぶん ひやくしよう み ぶん ちようにん み ぶん た み ぶん そう しんかん てんのう

・公家」の人々が暮らしていた場所を予想して、□に書き入れてみましょう。
く げ ひとびと く ば しよ よ そう か い

京 都 江 戸
きよう と え ど

藩
はん

江戸幕府（将軍）
え ど ばく ふ しようぐん

大名
だいみよう

武家屋敷
ぶ け や しき

寺・神社
てら じんじや

城 下町
じよう か まち

村
むら

村
むら

2 話し合ってみよう。

武士身分
ぶ し み ぶん

百 姓身分
ひやくしよう み ぶん

町人身分
ちようにん み ぶん

その他の身分
た み ぶん

僧・神官
そう しんかん

天皇・公家
てんのう く げ

①警備・警察 ②米や特産物を納める ③人々の名簿をつくる ④幕府を助ける
けい び けいさつ こめ とくさんぶつ おさ ひとびと めい ぼ ばく ふ たす

⑤お金を納める ⑥幕府のためにたたかう ⑦革製品をつくる ⑧工事で働く
かね おさ ばく ふ かわせいひん こう じ はたら

【身分制度のしくみは…】
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杉田玄白が解体新書をつくることができたひみつを探ろう

※以下の単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

6年上 大単元「6 江戸の社会の文化・学 6年上 大単元「8 町人の文化と新しい学
問 小単元 2 町人文化と新しい学問 (3) 問」(3)新しい学問・蘭学」 「 」
蘭学のはじまり

2 学習のねらい（目標）

杉田玄白が中心となってつくった「解体新書」によって、日本の医学は知識的側面
大きく発展し、その後、天文学・物理学・地理学・科学など多くのオラ
ンダ語の書籍が翻訳・出版されていったことを理解する。

杉田玄白が解体新書を出版することができた背景には、玄白自身の高い価値的・
志とともに、志を同じくした仲間やそれを支えた藩や幕府老中の存在、態度的側面
そして被差別身分の人々の技術を尊敬する姿勢などがあったことに気づ
く。

杉田玄白の生き方を知り、これからの自分の生き方にどう役立てるかを技能的側面
考えることができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
杉田玄白は、オランダ語の「ターヘルアナトミア」を翻訳し 「解体新書」の出版を、

中心的に進めた蘭方医として、教科書にも大きく取り上げられています。この学習を部
、 「 （ ）」落史学習として取り上げる最大の意図は 腑分けにおける その他の身分 被差別身分

の人々の貢献が大きかったということに気づかせることにあります。1971年3月の小塚
原刑場での腑分けについては、玄白が後に記した「蘭学事始」によると、当初は腑分

ふ わ らんがくことはじめ

けの名手と名高かった「虎松」という被差別身分の者がくるはずであったが、病気で来
れなくなり、代わりに90才になる彼の祖父が来たと記されています。その老人は、身
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、 。 、分の役目として長年牛馬の解体を行っており 腑分けの経験も豊富でした だからこそ
短い時間に的確に玄白たちに説明することができたのであり、その技術の高さは玄白等
の記録からも相当なものであったと推察できます。また 「日本の医学の発展に寄与し、

」 、 、たい という玄白等の高い志や 慣習・世間体にとらわれずに被差別身分の老人に接し
誠実に真実を捉えようとした姿勢についても、子どもたちに気づかせたいものです。

「解体新書」の翻訳にあたっては、中津藩（今の大分県）の藩医であった前野良沢、
玄白の後輩で小浜藩（今の福井県）の藩医であった中川淳庵、エレキテルで有名な平賀
源内など、志を同じくする仲間との出会いも大きかったと思われます。オランダ語に詳
しかった前野良沢は、誤訳が多かったことを自覚していたために解体新書の著者に名を
連ねることを拒んだほど、学問に誠実に向き合っていたと言われます。このような仲間
の存在の大切さにも気づかせていきたいものです。

さらに、時代的背景としては、8代将軍徳川吉宗（1684-1751年）が海外の書籍の輸
入を緩和したり、江戸幕府老中であった田沼意次（1719-1788年）が解体新書の出版に
対し寛容な姿勢を示したりしたことも、玄白等の活動を後押ししたと言われています。
また 「他人がやらないようなことこそ、世のために取り組み、残していかなければな、
らない」と良沢に説いた義父の存在や、当時大変高価だった「ターヘルアナトミア」の
購入を支援した小浜藩家老の存在も、解体新書の出版に大きく貢献したと思われます。
このように物事を多面的に見ていくことの大切さ、自分たちで真実を確かめようとす

ることの大切さについても、社会科の学習の目標の一つとして、これから差別を乗り越
えていく人材を育てるために、子どもたちに身に付けさせていきたいものです。

4 指導のポイント（指導観）
○学習の導入について
導入段階では、当時の日本と外国との医学的な知識の差を感じさせるとともに、この

本を翻訳し日本の医学の発展に多大なる貢献をした杉田玄白という人物についての関心
を持たせたい。そのために、玄白の肖像画や二つの解剖図など、教科書の挿絵の拡大図
を用意するなどの準備をしておきたい。その上で、学習課題を提示し、子どもたちの学
習意欲を高めていきたいと考えます。また、その際の留意点として、現代においても針
灸や漢方薬などの東洋医学が活用されており、東洋医学が西洋医学に対して単純に劣っ
ていたという捉え方にならないよう配慮が必要であると考えています。
○課題を追求するための資料について
課題を追求していくための資料として 「解体新書ができるまで（自作資料 」を準、 ）

備しています。この資料を教師が判読するのではなく、子どもたちに句読点ごとに交代
で読ませることによって、受け身ではなく、主体的に学習課代に向かわせるきっかけに
したいと考えています。読み合わせを終えた時点で、わからない語句等があれば補足説
明する時間をとります。
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○課題を追求するための話し合い活動について
資料の読み合わせをした後には、学習課題に対するグループでの話し合いの時間を設

定しています。授業者の意図としては、ここで「日本の医学の発展に貢献したいという
」「 、 」玄白たちの高い志 玄白たちを応援し支えた家族や役人 藩・幕府の家老たちの存在

「腑分けを行ったその他の身分の人々の高い技術と豊かな知識 「その他の身分の人々」
を差別することなく尊敬した3人の姿」など、多様な意見が出てくることを期待してい
ます。全体で話し合ったことを整理していく段階で、出てこなかったような視点があれ
ば、教師の問いかけによって付け加えていきたいと考えます。

○終末の振り返りについて
まず、学習課題に多角的な視点から答えを追求することができたことに対して、子ど

もたちを対して賞賛することによって、多面的な見方をすることへの意欲付けを図って
いきたいと考えています。そして、学級全体でつかみとった答えをワークシートに記録
するとともに、玄白たちの生き方を学んだ感想を、これからの自分の将来と重ねてふり
返ってみるようアドバイスをしていくようにしています。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

○鎖国時代に貿易ができたオランダ1 前時までの学習を 10分
からの情報を学ぶことを「蘭学」とふり返り、学習課題を

、 「 」知る。 呼んだこと 杉田玄白はその 蘭学
を熱心に学んだ医者だったことを知
らせる。
○そして、教科書の挿絵を参照し、 教科書◆
当時の医学的知識にどれほどの差が 日文…94ページ
あったのか、この差を「解体新書」 東書…94ページ
という本をつくることで縮めていっ
たのが杉田玄白であることを知ら
せ、学習課題への関心を持たせる。

5分 ○交代で句読点（ ）ごとに読ませ 資料「解体新書が2 「解体新書ができ 。 ◆
ていきながら 資料を読み合わせる できるまで」るまで」を全員で」読 、 。

み合わせる。

○杉田玄白が解体新書を出版するこ ワークシート3 学習課題について、 10分 ◆

とができた理由について、グループグループで話し合う。

杉田玄白が解体新書をつくることができたひみつを探ろう！
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。 、で話し合わせる 話し合った内容は
ワークシートに記録させておく。
○子どもたちの意見をもとに、学習4 話し合ったことを 15分
課大に対する答えを多面的に整理し全員で共有しながら、
ていく。考えられる学習課題の
・3人の高い志答えを整理する。
・仲間の存在
・応援してくれた周囲の人々
・その他の身分の人々の技術

など
5分 ○本時の学習で明らかにできたこと ワークシート5 本時でつかみとっ ◆

をワークシートに記録させ、玄白たたことを記録し、学習
ちの生き方を学んだ感想を書かせの感想を書く。
る。
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「解体新書ができるまで」
か い た い し ん し よ

1733年、杉田玄白は小浜藩（今の福井県）の医者の子どもとして、江戸で生ま
ねん すぎ た げんぱく お はまはん いま ふく い けん い しや こ え ど う

れました。25才で江戸の町医者になった玄白は、発明家の平賀源内や同じ医者だ
さい え ど まち い しや げんぱく はつめい か ひら か げんない おな い しや

った前野良沢・中川淳庵と出会います。1771年、3人はオランダ人通訳から1冊
まえ の りようたく なかがわじゆんあん で あ ねん にん じんつうやく さつ

の本を紹介されます。それが 「ターヘルアナトミア」でした。この本には、体、
ほん しようかい ほん からだ

の内部のことが隅から隅まで図もつけて記されていました。それは、3人がこれ
ない ぶ すみ すみ ず しる

まで見たこともないような内容で、実際に一度も人間の体の中を見たことがなか
み ないよう じつさい いち ど にんげん からだ なか み

った3人にとって大きな驚きでした。
おお おどろ

、 「 、 （ ）その年の3月 町奉行所の医者から 今度 死刑になった罪人の腑分け 解剖
とし まち ぶ ぎようしよ い しや こん ど し けい ざいにん ふ わ かいぼう

をするから 見に来るか？ と声をかけられます 玄白はすぐに良沢・淳庵も誘、 」 。
み く こえ げんぱく りようたく じゆんあん さそ

って、処刑場に行きました。そこには、90才にもなるその他の身分の老人がい
しよけいじよう い さい た み ぶん ろうじん

。 、 、 、「 」ました その老人は 死体を切り開くと 体の中にある臓器を指さし これは肝臓
ろうじん し たい き ひら からだ なか ぞう き ゆび かんぞう

「これは腎臓 「これは心臓 「これは胃」などと説明を始めました。臓器に名前」 」
じんぞう しんぞう い せつめい はじ ぞう き な まえ

が書いてあるわけでもないのに、この老人はこれまでの経験からすべて知ってい
か ろうじん けいけん し

たのです 3人は 質問もできず ただうなずくしかありませんでした さらに驚。 、 、 。
しつもん おどろ

いたのは、実際に見た体の中が「ターヘルアナトミア」に書いてあったものとま
じつさい み からだ なか か

ったく同じだったことでした。
おな

、「 、3人は 医学の基本である人間の体のことも知らずに医者をしてきたことが
い がく き ほん にんげん からだ し い しや

本当に恥ずかしい 」と話し、この本を日本語に訳して本にする決意をしました。。
ほんとう は はな ほん に ほん ご やく ほん けつ い

しかし、当時はオランダ語の辞書などありません。3人の中で唯一オランダ語を
とう じ ご じ しよ なか ゆいいつ ご

熱心に勉 強 していた 良 沢を 中 心に翻訳がはじめられま
ねつしん べんきよう りようたく ちゆうしん ほんやく

した そして 3年間の苦労の末 1774年 玄白が39才の年。 、 、 、
ねんかん く ろう すえ ねん げんぱく さい とし

についに「解体新書」の 出 版にたどりついたのです。こ
かいたいしんしよ しゆつぱん

の本の 出 版をきっかけに、日本の医学は大きく発展し、
ほん しゆつぱん に ほん い がく おお はつてん

さらに天文学など他の分野でもオランダ語の本の日本語で
てんもんがく た ぶん や ご ほん に ほん ご

の出版が広がったのです。
しゆつぱん ひろ

解体新書の 表 紙 →
かいたいしんしよ ひよう し
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

杉田玄白が解体新書をつくることができたひみつを探ろう！
すぎ た げんぱく かいたいしんしよ さぐ

1 資 料「解体新書ができるまで」から、玄白が解体新書をつくることができたひみつ
し りよう かいたいしんしよ げんぱく かいたいしんしよ

をグループで話し合って、見つけてみよう！
はな あ み

グループで話し合ったこと
はな あ

2 みんなでみつけた答え
こた

●

●

●

●

●

●

3 今日の学習で思ったこと、考えたこと
き よ う がくしゆう おも かんが
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「解放令」を人々はどう受け止めたのだろう

※以下の単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

6年上 大単元 7 明治の新しい国づくり 6年上 大単元「9 明治の国づくりを進め「 」
小単元「2 新政府による政治」(1)明治政 た人々」(2)明治の新しい世の中
府の新しい国づくり

2 学習のねらい（目標）

明治新政府によるさまざまな政策によって人々の生活がどのように変わ知識的側面
っていったのかを理解する。

いわゆる「解放令」など、明治政府による新たな政策と暮らしの変化に価値的・
対し、江戸時代のそれぞれの身分の人々がどう受け止めたのかを考え、態度的側面
人々の中の差別意識が変わらなければ、差別はなくならないことに気づ
く。

環境が変化したり、生活が変わっていったりすることに対して、どのよ技能的側面
うに受け止めるべきかを考えることができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
この時代、1853年のペリーの来航にはじまる外国の影に、日本は近代化の必要性に

迫られていきました。と同時に、幕藩体制に対する国内の不満も高まっていきました。
このような世の中の動きによって、明治維新・明治政府による諸改革が急激に進んでい
くことになります。
近代化を急ぐ明治政府は、版籍奉還・廃藩置県・地租改正など、次々と新しい政策を

実施していきました。江戸時代までの封建的身分も解体され、天皇一族は「皇族 、公」
家や大名などは「華族 、武士は「士族 、それ以外の人々は「平民」というように再」 」
編されていきました。江戸時代にその他の身分とされていた人々も、1871年の太政官
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布告（いわゆる「解放令 ）によって「平民」とされました。しかし、これはそれまで」
無税地とされていたその他の身分の人々の居住地からも地租を徴収することが主な目的
であり、差別の解消をめざしたものではありませんでした。

※旧暦 ※現代文に直したもの◆いわゆる「解放令 （1871年8月28日太政官布告61号）」

その他の身分の名称が廃止されたので、これからは身分・職業ともに平民と同様
であるべきこと

その他の身分の名称が廃止されたので、平民の籍に編入し、身分・職業ともにすべて
同一になるよう取り扱うべきである。もっとも、これまで地租その他の負担を免除し
てきた慣習があれば、それを改めるために再調査し、大蔵省へ伺い出るべきこと。

「華族」となった人々は、一定の財産を保障され、それを元手に新たな事業を始める
者が出てきました 「士族」たちは、刀を奪われ、収入源の家禄を減らされた上に地租。
を課され、兵役も一般民衆に広げられたため、困窮を極める人々が多く出ました。その

、「 （ ）」「 （ ）」「 （ ）」 、不満は 佐賀の乱 1874年 神風連の乱 1876年 秋月の乱 1876年 そして
「 （ ）」 、 。 、西南戦争 1877年 という形で噴出し 新政府軍に鎮圧されていきます その後は
新しい時代に対応して生活していく者と対応できずに没落していく者とに二分されてい
きました。ここから旧士族の一部の人々は、自由民権運動に身を投じ、武力ではなく言
論の力で国に自分たちの思いを届けようとするようになっていきます。
「平民」となった人々は新たな時代に対応して土地を離れ、労働者として生きていく

者も増えていきました。また、いわゆる「解放令」に対しては、各地で反対一揆を起こ
し、その他の身分の人々の集落を襲撃するなどの行動に出ました。それまでの慣習を変
えること、旧「その他の身分」の人々と同じ身分になること、その人々と交わることに
対する拒否感の大きさがうかがえます。
旧「その他の身分」だった人々は、法的には住居や職業を自由とされましたが、周囲

の差別意識が何も変わっていなかったため、就労の機会を奪われ、困窮していきます。
生業としていた皮革業も大資本に飲み込まれ、失っていきます。そして、それまでの身
分に対する差別は、旧「その他の身分」が暮らす集落への差別に変貌していきます。こ
れが、現在まで残る部落差別の始まりなのです。しかし、いわゆる「解放令」はその後
の時代、人々が立ち上がる根拠となり、水平社運動という新たな差別とのたたかいを生
み出していくことになります。

4 指導のポイント（指導観）
○学習の導入について
導入段階では、明治新政府のさまざまな政策によって旧身分の人々の身分や生活がど

のように変わっていったのかを表にまとめた資料で提示し、その変化をイメージしやす
くする手立てをとっていきます。その上で、学習課題を提示し、人々の思いをイメージ



- 25 -

させていきたいと考えています。
○課題を追求していく流れについて
学習課題について、まずグループで話し合い、出された意見をすべてワークシートに

書き込ませます。書き込む順番はどの身分からでも良いこととし、役割分担等をしなが
ら工夫してグループでの話し合いを進めさせていきたいと考えます。その後の全体共有
の場においては、旧「その他の身分」の人々については喜びの声が、旧「武士身分」の
人々については不満の声が、旧「百姓身分 「町人身分」の人々については賛否両方の」
意見が出てくると思われます。それらの予想に対し、3つの資料を提示することによっ
て、人々の中の差別意識が根強く残ったことに気づかせていきたいと考えています。

○「なぜ、人々の中の差別心は変わらなかったのか」という問いについて
ここでは、子どもたちのこれまでの生活体験に基づく素直な考えを認めながら 「自、

分たちの生活が変わることへの不安・不満 「なぜその他の身分だけよくなるのかとい」
うねたみ 「差別をなくすための明治政府の無策」などが原因にあったことに気づかせ」
ます。それとともに、機会は平等になったが、結果的な平等は実現されず、旧その他の
身分の人々のくらしは急速に厳しくなっていったこと、そこから新しい差別とのたたか
いがはじまっていくことにもふれておきたいと考えます。

○終末の振り返りについて
、 、終末の振り返りにおいては 差別もいじめもする側が変わらないとなくならないこと

生活や環境が急激に変化していく際の不安などにもふれ、そんなときにどうしたらいい
だろうかということを投げかけながら、一人ひとりの考えを深めさせたいと思っていま
す。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

5分 ○明治新政府のさまざまな政策によ 資料「人々のくら1 明治新政府のさま ◆
って、身分ごとに人々のくらしがど しの変化」ざまな政策の中で、人
のように変わっていったのかを知ら々のくらしが具体的に
せ、本時の学習課題に対する関心をどう変わったのかを知
高める。り、本時の学習課題を

知る。

○旧身分の人々が、どのような思い ワークシート2 旧身分の人々が、 10分 ◆

を持っているかをグループで話し合それぞれどのような思
わせ、ワークシートに記入させる。いを抱いたのかを、グ

「解放令」を人々はどう受け止めたのだろう
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ループで話し合う。
○各グループで話し合ったことを、3 話し合ったことを 15分

、 。共有した後、資料をも 全体で出し合い 板書して共有する
○資料の読み合わせを行い、考えた 資料「喜びで迎えとに考えたことを検証 ◆
ことを検証する。 られた解放令 「博する。 」

多の近くに住んでい
た老人の日記 「五」
万日の日のべ」

○人々の中の差別心が根強かったこ ワークシート4 人々の中の差別心 10分 ◆

とに気づかせ、なぜ差別する心が変がなぜ変わらなかった
わらなかったのかを考える。のかを考える。
○子どもたちの考えを共有し、様々
な視点から考えたことを賞賛しなが
ら、差別する側が変わらなければ差
別はなくならないことを確認する。
それとともに、この後差別に対する
新しいたたかいがはじまっていくこ
とにもふれる。

5分 ワークシート5 本時の学習の感想 ◆

を書く。
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6 資料

明治新政府が行ったこと（明治維新）
め い じ し ん せ い ふ おこな め い じ い し ん

… これまでのしきたりをやめて、みんなで話し合って●五か条の御誓文
ご じよう お せいもん はな あ

天皇を中心とした新しい国づくりをしよう。
てんのう ちゆうしん あたら くに

… 「土地と人々」を天皇に返します。●版籍奉還
はんせきほうかん と ち ひとびと てんのう かえ

… 「藩」をやめて「県」にし、役人が政治をします。●廃藩置県
はいはん ち けん はん けん やくにん せい じ

… 江戸時代の身分制度は廃止し、新しい制度にします。●解放令
かいほうれい え ど じ だい み ぶんせい ど はい し あたら せい ど

… 住んでいる土地、持っている土地に対して地租（税）を●地租改正
ち そ かいせい す と ち も と ち たい ち そ ぜい

お金で納めます。
かね おさ

… 20才になった男子は、3年間軍隊に入ります。●徴兵令
ちようへいれい さい だん し ねんかんぐんたい はい

… 年号を「明治」とし 「江戸」を「東京」に変えて●そのほか 、
ねんごう めい じ え ど とうきよう か

日本の首都にします。
に ほん しゆ と

江戸時代 明治 人々のくらしの変化
え ど じ だい めい じ ひとびと へん か

国の元首。土地も人々も天皇のもの。天皇一族 皇族
てんのういちぞく こうぞく くに げんしゆ と ち ひとびと てんのう

住む場所は東京。持っている財産はそのまま。貴族（公家） 華族
き ぞく く げ

か ぞく す ば しよ とうきよう も ざいさん

大名（武士）
だいみよう ぶ し

刀を差してはいけない。
かたな さ

藩からもらっていたお金は減らします。武士 士族
ぶ し し ぞく

はん かね へ

税を払い、20才以上の男子は軍隊に入ります。
ぜい はら さい い じよう だん し ぐんたい はい

住む場所・職 業は自由です。
す ば しよ しよくぎよう じ ゆう

税を払い、20才以上の男子は軍隊に入ります。百 姓 平民
ひやくしよう へいみん

ぜい はら さい い じよう だん し ぐんたい はい

住む場所・職 業は自由です。
す ば しよ しよくぎよう じ ゆう

税を払い、20才以上の男子は軍隊に入ります。町人 平民
ちようにん へいみん

ぜい はら さい い じよう だん し ぐんたい はい

住む場所・職 業は自由です。
す ば しよ しよくぎよう じ ゆう

税を払い、20才以上の男子は軍隊に入ります。その他の身分 平民
た み ぶん へいみん

ぜい はら さい い じよう だん し ぐんたい はい

住む場所・職 業は自由です。
す ば しよ しよくぎよう じ ゆう
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喜びで迎えられた「解放令」
よろこ むか かいほ うれい

明治４年 「解放令」が出された時のことです。その他の身分とされた人々の村の庄屋，清五郎，
めい じ ねん かいほうれい だ とき た み ぶん ひとびと むら しょう や せい ご ろ う

のところへ 明日の朝10時に村の役所へ来るように という連絡が入り あくる日 清五郎は 村，「 。」 ， ， ，
あ す あさ とき むら やくしよ く れんらく はい ひ せい ご ろう むら

の役所でもある高取城へ急ぎました。
やくしよ たかと りじょう いそ

お城へ着くと，これまでは絶対にくぐらせてもらえなかった大門が開かれていて，そこから入
しろ つ ぜつたい おおもん ひら はい

れと言われました 「みょうなこともあるな… 」と思いつつ，清五郎は門をくぐりました。土間に。 。
い おも せい ご ろう もん ど ま

しいた，むしろの上にひざまずき，頭を下げていた清五郎は，部屋の奥から 「これからは，身分，
うえ あたま さ せい ご ろう へ や おく み ぶん

も職 業も平民と同じである 」という「解放令」を読み上げる役人の声を聞きました。清五郎。
しよくぎよう へいみん おな かいほうれい よ あ やくにん こえ き せい ご ろう

は思わず，はいつくばり 「ありがとうございます。ありがとうございます 」と涙声でさけびまし， 。
おも なみだごえ

た。

清五郎は，帰り道を急ぎましたが，土の上を走っているようには思えません。夢の中で走って
せい ご ろう かえ みち いそ つち うえ はし おも ゆめ なか はし

いるような感じだったのです。家に帰り着くと，村の人たちを集めて 「解放令」を伝えました。，
かん いえ かえ つ むら ひと あつ かいほうれい つた

それを聞いたみんなは，男も女もおとなも子どもも，だき合って喜び合いました。
き おとこ おんな こ あ よろこ あ

「五万日の日のべ」
ご ま ん にち ひ

ところが 今度はとなり村の庄屋から呼び出され じつは清五郎 身分も職 業も同、 、「 。『
こん ど むら しょう や よ だ せい ご ろ う み ぶん しよくぎよう おな

じにする』という、おとといの“おふれ（ 解放令 ）”は、五万日の日のべになるらしい。「 」
かいほうれい ひ ひ

よって、今までと何も変わらないので、村の者にそう伝えよ 」というのです 「えっ！。 。
いま なに か むら もの つた

五万日でございますか 」清五郎はおどろいて聞き直しました 「さよう 」と庄屋は、落。 。 。
ご ま んにち せい ご ろう き なお しよう や お

ち着きはらって答えました。この庄屋はまわりの村の庄屋と相談して、うそを言ったの
つ こた しよう や むら しよう や そうだん い

です。

「博多の近くに住んでいた老人の日記」
はか た ちか す ろうじん につ き

近ごろ、その他の身分とされた人々を平民にするということになった。そこで、彼らは
ちか た み ぶん ひとびと へいみん かれ

まず、風呂屋に客として堂々と来るようになった。そのせいで、それらの店は他の客が
ふ ろ や きやく どうどう く みせ た きやく

いやがり困っている。また、今までの仕事をやめるとか、やとう時には、食事やあつか
こま いま し ごと とき しよく じ

いをよくしてほしいと言うようになった。
い

昨日、近所の酒屋へ、その他の身分とされた人々が、ふたり来て、酒を飲ませてほしい
き の う きんじよ さか や た み ぶん ひとびと き さけ の

と言った。酒屋の主人は、何とか断ろうとしていたところへ、ほかの客が来て彼らを追
い さか や しゆじん なん ことわ きやく き かれ お

い出した。その後、その他の身分とされた人々の仲間もやってきて争いになった。
だ ご た み ぶん ひとびと なか ま あらそ
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

「解放令」を人々はどう受け止めたのだろう
かいほうれい ひとびと う と

1 明治の 新 しい世の中で、身分も変わった人々はどんな気持ちだったのか、想像して
めい じ あたら よ なか み ぶん か ひとびと き も そうぞう

みよう！

江戸時代 明治 人々の気持ち
え ど じ だい めい じ ひとびと

皇族天皇一族
てんのういちぞく こうぞく

華族貴族（公家）
き ぞく く げ

か ぞく

大名（武士）
だいみよう ぶ し

士族武士
ぶ し し ぞく

平民百 姓
ひやくしよう へいみん

平民町人
ちようにん へいみん

平民その他の身分
た み ぶん へいみん

2 みんなで考えてみよう
かんが

3 今日の学習で思ったこと、考えたこと
き よ う がくしゆう おも かんが
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人々のいのちとほこりを取りもどす活動を調べよう

※以下の単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

6年上 大単元「8 国力の充実をめざす 6年上 大単元「10 世界に歩み出した日
日本と国際社会」小単元「2 二つの戦争 本」(5)生活や社会の変化
と人々のくらしの変化(4)明治・大正時代
を生きた人々

2 学習のねらい（目標）

、 、知識的側面 大正デモクラシーの中で 自分たちのくらしや社会の中の問題に気づき
その問題を解決するために行動を起こした人々がいたことを理解する。

水平社宣言を読み解くことによって、差別を受けてきた人たちが「自分価値的・
たちの誇りを取りもどし 「人と人とが尊敬し合うこと」によって、差態度的側面 」
別をなくしていこうとしたことに気づく。

自分たちの生活を見つめ直し、取り組むべき問題や自分たちがすべきと技能的側面
思うことを考えることができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
明治から大正期に入るこの時代は、日清・日露という二つの大きな戦争が終わり、ま

た第一次世界大戦に関わる特需で国内の産業活動が急速に発達していく時期でした。工
業が急速に発展し、労働時間は無制限に長くなり、足尾銅山などの公害問題や過労・健
康被害の実態が生まれていきます。さらに、1918年、欧米の要請を受けた政府がシベ
リアへの出兵を決定すると、軍隊での米の需要を見込んで米問屋が米の出荷を減らし、
高い利益を得ようとしました。その結果、米の値段は急騰し、全国各地で米問屋を襲撃
する米騒動が頻発しました。日清・日露の二つの戦争で戦争に嫌気がさしていた民衆の
声を受けて、普通選挙（当時は、25才以上の男子の高額納税者にしか選挙権がありま
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せんでした）と政党政治（民衆の声を届ける政治）を求める声が高まっていきます。
このような社会の動きの中、くらしや地位の向上をめざす労働運動、農民運動、女性

運動、部落差別をなくす運動などが生まれていきます。このような運動に取り組んだ人
物として、教科書では足尾銅山鉱毒事件を訴えた田中正造、女性の地位向上をめざした
平塚らいてう・市川房枝、部落差別の解消をめざした全国水平社の山田孝野次郎少年が

こ の じ ろう

紹介されています。
明治維新でのいわゆる「解放令」以降、部落差別の解消については国・民間でも取組

は進められました。しかし、その取組は「被差別部落の人々を啓蒙し、生活習慣や意識
を変えれば差別されなくなる」というものでした（融和運動 。差別される側に差別の）
原因を求めるこれらの運動は、当然のことながら成果を挙げることができなかっただけ
でなく、被差別部落の人々の人間としての誇りを奪っていきました。このような状況に
疑問を感じた奈良県の西光万吉（本名：清原一隆）らが立ち上がり、多くの賛同者を得

さいこうまんきち

て、ついに1922年3月3日、京都岡崎公会堂にて「水平社」を創立します。この水平社
創立大会で読み上げられたのが、本時でも教材として取り上げている「水平社宣言」で
す 「水平社宣言」の中では、江戸時代の身分制度の中で人間としての誇りを踏みにじ。
られてきたこと、明治の融和運動が何ら効果をもたらさなかったこと、今こそ差別の痛
みを知っている被差別部落民衆が立ち上がり、人としての誇りを取りもどし、人と人と
が尊敬し合う（水平な）社会を創っていくのだ、と高らかに宣言されます 「差別は差。

、 （ 、別される側に原因があるのではなく 差別する側に原因がある 差別する人がいるから
差別される人が生み出される 。だから、差別される側は何も悪いのではない。胸をは）
って生きるべきだ 」という差別の本質と 「この差別をなくしていくには、人と人と。 、
が尊敬し合うことできる世の中をつくっていくことが必要なのだ。そのために、同じ思
い・考えの仲間と協力して、そのような世の中をつくっていこう 」という差別解消へ。
の展望が示されたのです。この「水平社宣言」は、日本における唯一の人権宣言として
現代においても高い評価を受けています 「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という結。
びの言葉の意味を子どもたちとともにじっくりと話し合いたいものです。
1925年、ついに普通選挙が実現します。しかし、その対象は25才以上のすべての男

子（ただし、何らかの生活援助を受けている者は除く）であり、女性の選挙権は認めら
れませんでした。また、普通選挙と同時に政党政治を守るためにつくられた「治安維持
法」は、この後の長引く戦争を支える悪法となっていきます。この「治安維持法」の成
立後、人々の団結・運動は大きく制限され、大正デモクラシーは終わりを迎えました。

4 指導のポイント（指導観）
○導入について
本時の導入では、第一次大戦前後の時代背景（人々の実情）をわかりやすく提示し、

くらしやほこりを守るための動きが生まれた必然性を感じ取らせたいと考えています。
その上で、実際に人々がどのような活動を進めていったのかを調べていこうという子ど
もたちの関心・意欲を高めることをねらっています。
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○活動を進めた人物を調べる活動について
教科書では、普通選挙運動、女性運動、労働運動、農民運動、水平社運動に加え、少

し時代が遡りますが足尾銅山の公害問題についてふれられています。そこで活動した人
物の名前については知識理解の内容項目となりますので、ここでふれておきたいと考え
ています。しかし、それを単に教師が教えるのではなく、子どもたち自身が教科書の中
から探し出す活動を通して、教科書記述やコラム・挿絵に関心を持って主体的にふれる
ことができることをねらっています。

○「水平社宣言」から人々の思いをつかみとる活動について
本時の中心的活動として、全国水平社創立大会で示された「水平社宣言」を読み解い

ていく活動を取り入れています。この「水平社宣言」には、当時行われていた融和運動
（ ） 、の問題点 差別されている人々の生活実態が変われば差別はなくなるという考え方 と

その問題点に気づき、自らに誇りを持って立ち上がろうと呼びかける内容、さらには、
人と人とが尊敬し合うことによってみんなが幸せに暮らすことができる社会が実現する
のだという強い思いが込められています。前半の融和運動の問題点については、教師か
らふれていき 「差別はされる側の問題ではなく、する側の問題である」という基本認、
識を子どもたちと共有しておきたいと考えています。
「水平社宣言」後半では、水平社を立ち上げた人々がどのようにして差別のない社会

を実現しようとしたのかを、手がかりとなる文章を見つけ出し、その内容についてグル
ープで話し合う活動を通して、子どもたちが主体的に追求していく活動にしたいと考え
ています。ここでは、教師が想定していないような考えを子どもたちが出してくる場合
もあると思います。そのような自由な発想は大切にし、教師が積極的に取り上げ、学び
に取り入れていきたいと考えます。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

5分 ○第一次世界大戦の後、外国の知識1 当時の時代背景を
を取り入れて社会が発展していく中知り 学習課題を知る、 。
で、自分たちのいのちや誇りを取り
もどそうと行動する人たちが現れて
きたことを知らせ、学習課題への関
心を持たせる。

○選挙、女性、労働者、公害、部落 教科書2 当時の人々が問題 10分 ◆
差別などの現状を知らせ、その問題 日文…124～127に思っていたこと、そ
に取り組んだ人物を教科書から見つ 東書…122～123れらの問題に取り組ん

人々のいのちとほこりを取りもどす活動を調べよう
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けさせる。だ人々がいたことを知
る。

「 」3 全国水平社がどの 25分 ○まず、水平社宣言の前半のところ 資料 水平社宣言◆
を読み合わせ、差別される側に改善ようにして差別をなく
を求める運動が行われ、それでは当そうとしていたのか
然ながら差別はなくならなかったこを、水平社宣言から調
とに気づかせる。べる。
○その後 資料の後半を読み合わせ ワークシート、 、◆
水平社の人々が差別をなくすために
取り組もうとしたことをグループで
話し合う。
○グループで話し合ったことを出し 周麟の言葉を提示◆

合い 「自分に誇りを持つこと 「人 する資料、 」
と人とが尊敬し合うこと」で差別を ワークシート◆

なくしていくことができると考えた
ことに気づかせる。それ以外の子ど
もたちの意見も肯定的に取り入れ
る。

5分 ○人々の活動の成果として、25才 ワークシート4 その後の時代の流 ◆

以上の男子に選挙権が拡大したこれを知らせ、本時の学
と、逆に「治安維持法」が出され人習の感想を書かせる。
々の言動は制限され戦争に突き進ん
でいったことを知らせ、本時の感想
を書かせる。特に、水平社の人々の
考えについて、自分の生活と重ねて
感想を書いてみるよう言葉かけをす
る。
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6 資料

水平社宣言
す い へ い し ゃ せ ん げ ん

全国の仲間たちよ，今こそ団結しよう。
ぜんこく なか ま いま だんけつ

長い間 差別され苦しめられてきた仲間たちよ 解放令 が出されてから50年， 。「 」
なが あいだ さ べつ くる なか ま かいほうれい だ ねん

もの間，多くの人々によって差別を無くすための運動が行われてきたが，差別
あいだ おお ひとびと さ べつ な うんどう おこな さ べつ

は無くならなかった。それは 「差別される側」が差別されないようにしなけれ，
な さ べつ がわ さ べつ

ばならない 「差別される側」はかわいそうだから何かしてあげよう，という考，
さ べつ がわ なに かんが

えで取り組まれたからだった。このような間違った考え方のせいで，多くの仲間
と く ま ちが かんが かた おお なか ま

たちが傷つき倒れていった。
きず たお

差別は「差別する側」がいるからあるのだ。そして，すべての人が自分の中の
さ べつ さ べつ がわ ひと じ ぶん なか

差別心に気づき，お互いを尊重し合い，大切にすることで差別は無くしていける
さ べつしん き たが そんちょう あ たいせつ さ べつ な

のだ。このことに気づいた今こそ，私たち自身の手でこの新しい運動をつくり
き いま わたし じ しん て あたら うんどう

あげていこう。

私たちの先祖は，自由と平等を心の底から願い，差別とたたかってきた人々
わたし せん ぞ じ ゆう びょうどう こころ そこ ねが さ べつ ひとびと

だった。卑劣な身分制度に苦しめられながらも，誇りを持って世の中に欠かせな
ひ れつ み ぶんせい ど くる ほこ も よ なか か

い大切な仕事を行い，社会を支えてきた。私たちの先祖は，身も心も引き裂か
たいせつ し ごと おこな しゃかい ささ わたし せん ぞ み こころ ひ さ

れ，その上につばを吐きかけられるような悪夢の中でも，生き抜き命をつないで
うえ は あく む なか い ぬ いのち

きた 誰よりも誇り高く 誰よりも強く 誰よりもあたたかい そんな生き方を受。 ， ， 。
だれ ほこ たか だれ つよ だれ い かた う

け継いできた私たち自身が 差別のない社会をつくる時代がやってきたのだ 私， 。
つ わたし じ しん さ べつ しゃかい じ だい わたし

たちが，差別されてきたことを誇りに思うときがきたのだ。
さ べつ ほこ おも

私たちはどんなことがあっても，自分を見下すような言葉やびくびくした行動
わたし じ ぶん み くだ こと ば こうどう

で，先祖をさげすんだり，人間としての誇りを傷つけてはならない。私たちは，
せん ぞ にんげん ほこ きず わたし

この世の中がどんなに冷たいか，差別された人がどれほどつらい思いをしている
よ なか つめ さ べつ ひと おも

かを誰よりもよく知っている。だからこそ，私たちはすべての人の幸せと希望
だれ し わたし ひと しあわ き ぼう

を追い求めていくのだ。
お もと

水平社は，こうして生まれた。
すいへいしゃ う

人の世に熱あれ，人間に光あれ。
ひと よ ねつ にんげん ひかり

大正１１年３月３日 全国水平社
たいしょう ねん がつみっ か ぜんこくすいへいしゃ

※分かりやすく現代の文章に書き直したもの
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

人々のいのちとほこりを取りもどす活動を調べよう！
ひとびと と かつどう しら

さまざまな活動に取り組んだ人々◆
かつどう と く ひとびと

人々の願い 活動に取り組んだ人
ひとびと ねが かつどう と く ひと

「足尾銅山鉱毒事件で村に住めなくなった人を
あし お どうざんこうどく じ けん むら す ひと

助けたい！」
たす

「女性に対する差別をなくしたい！」
じよせい たい さ べつ

「江戸時代から続く差別をなくしたい！」
え ど じ だい つづ さ べつ

1 水平社をつくった人々は、どのようにして差別をなくそうとしたのだろう 「水平社。
すいへいしや ひとびと さ べつ すいへいしや

宣言」の大事だと思うところに線を引きながら、話し合ってみよう。
せんげん だい じ おも せん ひ はな あ

2 話し合ったことをまとめよう
はな あ

3 今日の学習で思ったこと・考えたこと
き よ う がくしゆう おも かんが
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日本国憲法と基本的人権について調べよう

※いずれかの単元に関連させて実施1 単元

日本文教出版 東京書籍

6年上 大単元「10 新しい日本へのあゆ 6年上 大単元「12 新しい日本、平和な
み」小単元「1 新しい日本への出発」(2) 日本へ」(2)民主主義による国をめざして
新しい国づくりがはじまる

6年下 大単元「2 わたしたちのくらしと 6年下 大単元「3 わたしたちのくらしと
憲法」(3)基本的人権と国民の権利・義務 日本国憲法 （2）まちづくりと日本国憲」
(4)広がる基本的人権 法(3)くらしの中の基本的人権の尊重

2 学習のねらい（目標）

日本国憲法と大日本帝国憲法とのちがいや日本国憲法に定められた基本知識的側面
的人権の内容について理解する。

日本国憲法や基本的人権の内容から、人々の思いや願いおよびその価値価値的・
を感じ取り、日本国憲法はこれからも自分たちで守っていかなければな態度的側面
らないものであることに気づく。

日本国憲法や基本的人権を守っていくために、自分たちにできることを技能的側面
考えることができる。

※小学校学習指導要領（平成29年告知）の社会科の目標である「知識及び技能 「思考力・判断力・表」

現力等 学びに向かう力 人間性等 は 上記の3つの目標に対応させることができると考えます 道」「 、 」 、 。「

徳 「総合的な学習の時間」等で実施する場合には、それぞれの教科・領域の価値項目や目標項目に照」

らし合わせて実施してください。

3 その時代について ～教師が持っておくべき認識（教材観）～
「人権」とは 「人がうまれながらに持っている人間としての権利」で、人間がかけ、

がえのない個人として尊重され、平等にあつかわれ、自らの意志に従って自由に生きる
ために必要不可欠な権利です。さらに具体的に言うならば 「住む場所や食べ物・着る、
ものなどを心配しなくてよく（ 安心して 、閉じ込められたり誘拐されたり命令され『 』）
たりせず（ 自由に 、自分の良さを知っていろんなことに参加したり、自分のやりた『 』）
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いことにチャレンジしたり（ 自信を持って ）することができること」です。『 』
また 「人権」とは、誰かから与えられたものではなく、人権を奪われ、傷つき怒り、

哀しみ、そして立ち上がった人々の努力と犠牲の上で人類が長い時間をかけて獲得して
きたものです 「人権」を学ぶということは、このような人々の生き様や思い・願いを。
知ることなしには成立せず、そのことを知ることによって初めて「人権」の意義や大切
さを感じ取ることができます。さらに 「人権」は、自然災害や事件・事故、戦争、差、
別によって簡単に奪われかねないものでもあります。このような背景があるからこそ、
日本国憲法第12条には 「この憲法が保障する自由及び権利は、国民の普段の努力によ、
って、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであ
って、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と記されているのです。
日本国憲法の3大原則の一つである「基本的人権の尊重」の内容は、さまざまな整理

の仕方がありますが、大きくは以下のように分けられます。
「平等権」…法の下の平等、両性の本質的平等
「自由権」…身体の自由、思想・良心の自由、表現の自由、経済活動の自由など
「社会権」…生存権、教育を受ける権利、労働三法、裁判を受ける権利など
「参政権」…選挙権、被選挙権、国民投票権、国民審査権など
「幸福追求の権利」…環境権、プライバシーの権利など、新しく必要な権利
これらの諸権利は、戦前・戦中に十分に保障されていなかったからこそ、戦後新しい

憲法の中に位置づけられているのです。さらには、今なおこれらの諸権利を侵害されて
いる人々の存在が、日本国内にも、そして世界にも数多くあることを踏まえておく必要
があります

4 指導のポイント（指導観）
○「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」との比較
本時の導入では、それまでの「大日本国憲法」の内容が 「日本国憲法」でどのよう、

に変わったのかを予想していく活動を取り入れています。子どもたちには難しい活動で
すが、今の社会を当てはめながらグループで考え合う活動としています。そして、教師
とともに答え合わせをした後、日本国憲法の3大原則を知るとともに 「以前の憲法と、
比べ、どんなところが良くなったと思うか 「なぜこう変わったのか」を話し合うこと」
で、それまでの人々の思いや願いに気づかせていきたいと考えています。

○「基本的人権」をランキングしてみる
次に 「基本的人権」の具体的な内容を教師が紹介し、その内容を見て自分にとって、

大切な権利はどれかを一人ひとりの子どもが順位付け（ランキング）していく活動を取
り入れています。この順位付けについては、子ども一人ひとりの今の生活背景が大きく
影響すると思われます。だからこそ、たがいの順位付けを紹介し合うことで、互いの思
いを知り合うこと（人間関係づくり）につなげていきたいと考えています。決して、そ
れを否定することなく、全員で肯定的に共感していく時間にしていくとともに、教師の
子ども理解を促進する場にもしていきたいと考えています。
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○「人権」を守るために、自分たちにできることを考える。
学習の終末には、日本国憲法第12条を教師が紹介し 「人権」は常に奪われかねない、

ものであり みんなで守っていかなければならないものであること 自分だけでなく 公、 、 「
共の福祉（みんなの幸せ 」を守るために使わなければならないことを知らせていきま）
す。そして 「人権を守るために、これから自分にできること」を考えさせていくこと、
にしています。この活動を通して、自らが「人権」を守っていく一人であること、その
ために自分たちにもできることが数多くあることに気づかせていきたいと考えます。さ
らに、それをその後の学級・学年の自治活動に活かしていくことも視野に入れておきた
いと考えています。

5 学習の展開

学習内容及び活動 時配 教師の指導・支援 資料

5分 ○長く続いた戦争が終わり、新しい1 戦争の学習をふり
日本がはじまっていく様子を調べて返り 学習課題を知る、 。
いくことを知らせる。

○戦争中までの大日本国憲法の内容 2つの憲法の比較2 大日本国憲法と日 20分 ◆
について知らせ、新しい憲法がどう 表本国憲法のちがいを調
変わったのかを予想させ、グループ ワークシートべる。 ◆

で話し合わせる。
○グループで話し合ったことを全体
に出し合い、教師が答えを示す。そ
して 「どんなところがよくなった、
か 「どうしてこのように変わった」
のか」について、全体で話し合う。
○日本国憲法の3大原則と基本的人 基本的人権の内容3 基本的人権の内容 15分 ◆

権の内容について知らせ、基本的人 カードについて知り、自分が
権の項目を、自分が大切だと思うも ワークシート大切と思うものを順位 ◆

のから順位付けさせる。付けして、交流する。
○順位付けしたものをグループ内で
交流させ、交流した感想を各グルー
プから出させる。その際に、大切に
したいものは一人ひとり違うこと、
それでいいことに気づかせる。

5分 ○日本国憲法第12条を提示し、日 日本国憲法第12条4 日本国憲法第12条 ◆

本国憲法や基本的人権は自分たちで の提示物を知り、日本国憲法や

新しい憲法（日本国憲法）について調べてみよう！
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守っていかなければならないもので基本的人権を守るため
あり、みんなの幸せを実現するために自分たちにできるこ
に使わなければならないことに気づとを考える。
かせる。
○日本国憲法や基本的人権を守るた ワークシート◆

めに自分たちにできることを考え
て、ワークシートに記入させる。併
せて、本時の感想も記入させる。

6 資料

大日本帝国憲法 日本国憲法

天皇 国民主権

国の元首、神聖で傷つけてはなら 日本国・日本国民統合の象徴天皇
ない。

軍隊をもち 天皇に指揮権がある 戦力は保持しない（平和主義、戦争の、 。 軍隊
兵役の義務 放棄）

法律の範囲内で自由や権利を認め おかすことのできない永久の権利とし国民の
る て保障される。権利

兵役の義務、納税の義務 勤労の義務、納税の義務、教育の義務国民の
義務

天皇の補佐するための機関 国民の代表が話し合いをする機関国会

天皇を助けて政治を行う 国会で決めたことに責任を持って政治内閣
を行う

天皇の名による裁判 裁判官による公平な裁判裁判所

制限選挙（25才以上の男子だけ） 普通選挙（18才以上で日本国籍を持選挙
つ人）

※大日本帝国憲法には 「教育の義務」はないが、義務教育自体は存在していた。また、自衛隊につい、

ては、災害支援や国際支援に貢献し、武力攻撃は禁止されていることを押さえておく。
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【日本国憲法における基本的人権】
※整理の仕方はさまざまにあり、ここでの提示の仕方は一例です。

基本的人権
（ 法の下の平等、 両性の本質的平等）平等権 ◆ ◆

※ここでの「平等」は 「機会の平等」ではなく、

「結果の平等」である。

幸福追求の権利自由権 社会権 参政権
（新しい人権）

身体の自由 生存権 選挙権 環境権◆ ◆ ◆ ◆

思想・良心の自由 教育を受ける権利 被選挙権 プライバシーの権利◆ ◆ ◆ ◆

など◆ ◆ ◆表現の自由 裁判を受ける権利 国民投票権
経済活動の自由 労働三権 国民審査権◆ ◆ ◆

など など など

※選挙権は、18才以上の日本国籍を持つ人に限られており、日本に住む外国籍の人には選挙権があり

ません。また、憲法では 「義務教育はこれを無償とする」とされていますが、完全無償にはなり得て、

いません。そのほかにも、部落差別や障がい者差別などさまざまな人権課題があり、定められている

基本的人権が十分に保障されていない実態（ 結果 ）があることを踏まえておきましょう。「 」
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ワークシート 6年（ ）組（ ）番 名前（ ）
ねん ぐみ ばん な まえ

新しい憲法（日本国憲法）について調べてみよう！
あたら けんぽう に ほんこくけんぽう しら

1 日本が戦争をしていた時代の国のきまり（大日本国憲法）と、戦争が終わった後の
に ほん せんそう じ だい くに だいにつぽんこつけんほう せんそう お あと

新しい憲法（日本国憲法）を比べてみよう。
あたら けんぽう に ほんこくけんぽう くら

大日本帝国憲法 日本国憲法
だいにつぽんていこくけんぽう に ほんこくけんぽう

主権天皇
てんのう しゆけん

天皇国の元首、神聖で傷つけてはなら
くに げんしゆ しんせい きず てんのう

ない。

軍隊軍隊をもち 天皇に指揮権がある、 。
ぐんたい てんのう し き けん ぐんたい

兵役の義務
へいえき ぎ む

国民の法律の範囲内で自由や権利を認め
ほうりつ はん い ない じ ゆう けん り みと こくみん

権利る
けん り

国民の兵役の義務、納税の義務
へいえき ぎ む のうぜい ぎ む こくみん

義務
ぎ む

国会天皇の補佐するための機関
てんのう ほ さ き かん こつかい

内閣天皇を助けて政治を行う
てんのう たす せい じ おこな ないかく

裁判所天皇の名による裁判
てんのう な さいばん さいばんしよ

選挙制限選挙 25才以上の男子だけ（ ）
せいげんせんきよ さい い じよう だん し せんきよ

どんなところが良くなったんだろう？
よ

どうしてこんなふうに変わったんだろう？
か
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2 日本国憲法で定められたたくさんの基本的人権をランキング！
に ほんこくけんぽう さだ き ほんてきじんけん

①法の下の 平 等 ② 両 性の本質的 平 等 ③身体の自由 ④思想や学問の自由
ほう もと びようどう りようせい ほんしつてきびようどう しんたい じ ゆう し そう がくもん じ ゆう

⑤言論や 集 会の自由 ⑥ 住 所・ 職 業 の自由 ⑦健康な生活を送る権利
げんろん しゆうかい じ ゆう じゆうしよ しよくぎよう じ ゆう けんこう せいかつ おく けん り

⑧ 教 育を受ける権利 ⑨公正な裁判を受ける権利 ⑩ 働 く権利・団結する権利
きよういく う けん り こうせい さいばん う けん り はたら けん り だんけつ けん り

⑪選挙をしたり、立候補したりする権利 ⑫きれいな環 境 で生活する権利
せんきよ りつこう ほ けん り かんきよう せいかつ けん り

⑬自分の秘密を守る権利
じ ぶん ひ みつ まも けん り

とても大切
たいせつ

まあまあ大切
たいせつ

【あなたがこのようにランキングした理由】
り ゆう

3 考えてみよう！
かんが

4 今日の学習で思ったこと・考えたこと
き よ う がくしゆう おも かんが


